
建築物（建築設備を含む）の解

体・改修工事を行う際※1は、資

格者等による事前調査※2の実施

が義務付けられます。

資格者等による調査の義務付けは、令和５年10月１日から

施行されます。※事前調査自体は令和５年９月以前でも行う必要があります。

建築物（建築設備を含む）の解体・改修工事を行う事業者

や事前調査を請負う事業者は計画的に資格者の育成を進め

てください。

※1 解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・
修理等の工事も含まれます。

※2 石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の
書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。それでも明らかになら
なかった場合、分析による調査を行うか使用しているものとみなすことになります。

※3 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うこと
ができます。

①特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）

②一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）

③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）
※3

④令和５年９月30日以前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録
され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。

事前調査を行うことができる者

水・大気環境局 大気環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL03-3581-3351（代表）内線6536 FAX03-3580-7173

http：//www.env.go.jp/

建築物等の解体等事業者、事前調査を行う事業者の皆様へ

石綿（アスベスト）関連規制が改正
されました
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               茨城労働局労働基準部健康安全課
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 石綿事前調査者講習のご案内
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・一般社団法人茨城労働基準協会連合会
・㈱安全衛生推進会　茨城教育センター
・建設業労働災害防止協会　茨城県支部
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講習のスケジュールは各登録講習機関のホームページで確認
することができます。(裏面の二次元コードを参照願います。)
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＜茨城県内の登録講習機関＞
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ここにメモを書いてください。

atobey
フリーテキスト
※１　解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、
　　　建築設備の取付・取外し・修理等の工事も含まれます。
※２　石綿含有建材が使用されているか否かを確認するため
　　　の調査であり、設計図書等の書面調査と現地での目視
　　　調査の両方を行う必要があります。それでも明らかに
　　　ならなかった場合、分析調査を行うか石綿等が使用さ
　　　れているものとみなして作業を行うことになります。
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（令和5年10月1日～）
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建築物等（建築設備を含む）の解体・
改修工事を行う際は、有資格者による
事前調査の実施が義務付けられます。
（令和５年１０月１日～）
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